
 

 

宗教法人審議会 

 

主管省及び庶務担当部局課 文化庁宗務課 

 電話番号 (03)5253-4111 内線 2852 

ホームページ  

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/shukyohojin/ 

根 拠 法 令 宗教法人法第 71 条 

設 置年月日 昭和 26 年４月３日 

所 掌 事 務 文部科学大臣の諮問に応じて宗教法人に関する認

証その他宗教法人法に基づきその権限に属させられた事項に

ついて処理し、及びこれに関連し留意すべき事項に関し文部科

学大臣に意見を述べること 

分科会等＜分科会＞ なし 

    ＜部 会＞ なし 

委員＜定数＞ 10 人以上 20 人以内  宗教家、宗教に関し学識経 

                  験のある者 

うち常勤 なし 

＜任期＞ ２年 

＜氏名＞  網中 彰子 (日本基督教団総幹事) 

      ◎井田   良（中央大学法科大学院教授） 

内田 恭子 (教派神道連合会理事、神道修成派社会部長) 

江口 陽一 ((公財）新日本宗教団体連合会常務理事) 

北居 功（慶応義塾大学大学院法務研究科教授） 

九條 道成（明治神宮宮司） 
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穴戸 常寿（東京大学大学院法学政治学研究科教授） 

宍野 史生 (教派神道連合会理事長、扶桑教代表役

員・管長) 

中尾 史峰 (築地本願寺宗務長) 

西井 涼子（東京外国語大学アジア・アフリカ言語文 

化研究所教授） 

庭野 光代 (立正佼成会次代会長、(公財)新日本宗教

団体連合会常務理事) 

服部 麻理子(獨協大学法学部教授) 

廣瀬 薫(日本同盟基督教団牧師、恵泉女学園学園長) 

藤原 聖子（東京大学大学院人文社会系研究科教授） 

本多 端子 ((公社)全日本仏教婦人連盟理事、妙清寺

責任役員) 

峰 ひろみ（東京都立大学法科大学院教授） 

村上 興匡（大正大学文学部教授） 

村田 守広（竹駒神社宮司） 

山﨑 孝裕(曹洞宗茨城県宗務所長、瑞源寺住職) 

諮問・答申事項等  

・宗教法人法王宗の規則変更不認証に係る審査請求について

（R4.10.25 諮問） 

・宗教法人法王宗の規則変更不認証に係る審査請求について

（R4.11.8 答申） 

・宗教法人世界平和統一家庭連合に対する報告徴収に係る諮問・

答申について（R4.11.21） 

・宗教法人世界平和統一家庭連合に対する報告徴収に係る諮問・
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答申について（R4.12.14） 

・宗教法人世界平和統一家庭連合に対する報告徴収に係る諮問・

答申について（R5.1.18） 

・宗教法人世界平和統一家庭連合に対する報告徴収に係る諮問・

答申について（R5.2.28） 

・宗教法人世界平和統一家庭連合に対する報告徴収に係る諮問・

答申について（R5.3.27） 

・宗教法人世界平和統一家庭連合に対する報告徴収に係る諮問・

答申について（R5.5.24） 

・宗教法人世界平和統一家庭連合に対する報告徴収に係る諮問・

答申について（R5.7.25） 

・宗教法人世界平和統一家庭連合の解散命令請求について    

（R5.10.12） 

・宗教法人「世界平和統一家庭連合」を特定不法行為等に係る被

害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センタ

ーの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特

例に関する法律第 7 条第 1 項に規定する指定宗教法人として指

定する件に係る諮問・答申について（R6.3.6） 
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